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【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券に係る外国投資法人の名称】

 グローバル・オポチュニティーズ・アクセス

－ハイ・イールド・アンド・EMボンド

－グローバル・ボンド（米ドル）

－コーポレート・ボンド

－グローバル・エクイティ

－グローバル・エクイティⅡ

－キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド

－ボンド

－エクイティ

（Global Opportunities Access

- High Yield and EM Bonds

- Global Bonds USD

- Corporate Bonds

- Global Equities

- Global Equities Ⅱ

- Key Multi-Manager Hedge Fund

- Bonds

- Equities）
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 （注）2025年５月20日付で、サブ・ファンドの名称である「サステナブル・ボンド

（Sustainable Bonds）」および「サステナブル・エクイティ（Sustainable

Equities）」が、それぞれ「ボンド（Bonds）」および「エクイティ（Equities）」

に変更される。以下、同じ。

【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券の形態及び金額】

 記名式無額面投資証券

 ハイ・イールド・アンド・EMボンド

　クラスF-acc投資証券

　クラスF-acc円ヘッジ投資証券

 グローバル・ボンド（米ドル）

　クラスF-acc投資証券

　クラスF-acc円ヘッジ投資証券

コーポレート・ボンド

　クラスF-acc投資証券

　クラスF-acc円ヘッジ投資証券

グローバル・エクイティ

　クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券

　クラスF-acc円ヘッジ投資証券

グローバル・エクイティⅡ

　クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券

　クラスF-acc円ヘッジ投資証券

キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド

　クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券

　クラスF-acc円ヘッジ投資証券

ボンド

　クラスF-acc投資証券

　クラスF-acc円ヘッジ投資証券

エクイティ

　クラスF-acc投資証券

　クラスF-acc円ヘッジ投資証券

  

 上限見込額は以下のとおりである。

 ハイ・イールド・アンド・EMボンド

　　クラスF-acc投資証券

12億5,550万米ドル（約1,893億円）

　　クラスF-acc円ヘッジ投資証券

976億3,000万円

 グローバル・ボンド（米ドル）

　　クラスF-acc投資証券

10億5,500万米ドル（約1,590億円）

　　クラスF-acc円ヘッジ投資証券

841億2,000万円
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 コーポレート・ボンド

　　クラスF-acc投資証券

11億9,040万米ドル（約1,794億円）

　　クラスF-acc円ヘッジ投資証券

949億4,000万円

 グローバル・エクイティ

　　クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券

21億2,480万米ドル（約3,203億円）

　　クラスF-acc円ヘッジ投資証券

1,763億4,000万円

グローバル・エクイティⅡ

　　クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券

22億3,490万米ドル（約3,369億円）

　　クラスF-acc円ヘッジ投資証券

1,817億1,000万円

 キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド

　　クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券

12億9,140万米ドル（約1,947億円）

　　クラスF-acc円ヘッジ投資証券

1,088億7,000万円

 ボンド

　クラスF-acc投資証券

10億3,160万米ドル（約1,555億円）

　クラスF-acc円ヘッジ投資証券

831億9,000万円

エクイティ

クラスF-acc投資証券

16億6,470万米ドル（約2,509億円）

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

966億1,000万円

 （注１）上限見込額は、便宜上、以下に記載されている各サブ・ファンドの投資証券の

2024年10月末日現在の１口当たりの純資産価格に、それぞれ1,000万口を乗じて算

出されている。

 ハイ・イールド・アンド・

EMボンド

クラスF-acc投資証券 125.55 米 ド ル （ 約 18,925

円）

 クラスF-acc

円ヘッジ投資証券 9,763円

 グローバル・ボンド（米ドル） クラスF-acc投資証券 105.50 米 ド ル （ 約 15,903

円）

 クラスF-acc

円ヘッジ投資証券 8,412円

 コーポレート・ボンド クラスF-acc投資証券 119.04 米 ド ル （ 約 17,944

円）

 クラスF-acc

円ヘッジ投資証券 9,494円
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 グローバル・エクイティ クラスF-acc

米ドルヘッジ投資証券

212.48 米 ド ル （ 約 32,029

円）

 クラスF-acc

円ヘッジ投資証券 17,634円

 グローバル・エクイティⅡ クラスF-acc

米ドルヘッジ投資証券

223.49 米 ド ル （ 約 33,689

円）

 クラスF-acc

円ヘッジ投資証券 18,171円

 キー・マルチマネジャー・

ヘッジ・ファンド

クラスF-acc

米ドルヘッジ投資証券

129.14 米 ド ル （ 約 19,467

円）

 クラスF-acc

円ヘッジ投資証券 10,887円

 ボンド クラスF-acc投資証券 103.16 米 ド ル （ 約 15,550

円）

 クラスF-acc

円ヘッジ投資証券 8,319円

 エクイティ クラスF-acc投資証券 166.47 米 ド ル （ 約 25,094

円）

 クラスF-acc

円ヘッジ投資証券 9,661円

 （注２）米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、2024年11月29日現在の株式会社三菱

ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝150.74円）による。

【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2025年１月31日に提出した有価証券届出書（2025年４月30日に提出した有価証券届出書の訂正届出書

により訂正済）（以下「原届出書」といいます。）について、サブ・ファンドの名称、投資方針、投資

リスク、手数料等及び税金、役員の状況、利害関係人との取引制限その他の関係法人の概況ならびに別

紙の変更に伴い設立地の目論見書が変更されることから、これらに関する記載を訂正するため本訂正届

出書を提出するものです。

 

２【訂正箇所および訂正事項】

原届出書の訂正内容は下記のとおりです。下線部　　　　は訂正部分を示します。ただし、全文修正

（更新）の場合は下線を付しておりません。

 

表紙  

＜訂正前＞

（前略）

届出の対象とした募集（売出）外国投資証券に係る外国投資法人の名称

 グローバル・オポチュニティーズ・アクセス

（中略）

－キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド

－サステナブル・ボンド

－サステナブル・エクイティ

（Global Opportunities Access

- High Yield and EM Bonds

- Global Bonds USD

- Corporate Bonds

- Global Equities

- Global Equities Ⅱ

- Key Multi-Manager Hedge Fund

- Sustainable Bonds

- Sustainable Equities）

届出の対象とした募集（売出）外国投資証券の形態及び金額

 （中略）

 キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド

　クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券

　クラスF-acc円ヘッジ投資証券

サステナブル・ボンド

　クラスF-acc投資証券

　クラスF-acc円ヘッジ投資証券

サステナブル・エクイティ

　クラスF-acc投資証券

　クラスF-acc円ヘッジ投資証券

  

 上限見込額は以下のとおりである。

 （中略）
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 キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド

　　クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券

12億9,140万米ドル（約1,947億円）

　　クラスF-acc円ヘッジ投資証券

1,088億7,000万円

 サステナブル・ボンド

　クラスF-acc投資証券

10億3,160万米ドル（約1,555億円）

　クラスF-acc円ヘッジ投資証券

831億9,000万円

サステナブル・エクイティ

クラスF-acc投資証券

16億6,470万米ドル（約2,509億円）

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

966億1,000万円

 （注１）上限見込額は、便宜上、以下に記載されている各サブ・ファンドの投資証券の

2024年10月末日現在の１口当たりの純資産価格に、それぞれ1,000万口を乗じて算

出されている。

 （中略）

 キー・マルチマネジャー・

ヘッジ・ファンド

クラスF-acc

米ドルヘッジ投資証券

129.14 米 ド ル （ 約 19,467

円）

 クラスF-acc

円ヘッジ投資証券 10,887円

 サステナブル・ボンド クラスF-acc投資証券 103.16 米 ド ル （ 約 15,550

円）

 クラスF-acc

円ヘッジ投資証券 8,319円

 サステナブル・エクイティ クラスF-acc投資証券 166.47 米 ド ル （ 約 25,094

円）

 クラスF-acc

円ヘッジ投資証券 9,661円

 （注２）米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、2024年11月29日現在の株式会社三菱

ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝150.74円）による。

縦覧に供する場所 該当事項なし

  

 

＜訂正後＞

（前略）

届出の対象とした募集（売出）外国投資証券に係る外国投資法人の名称

 グローバル・オポチュニティーズ・アクセス

（中略）

－キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド

－ボンド

－エクイティ
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 （Global Opportunities Access

- High Yield and EM Bonds

- Global Bonds USD

- Corporate Bonds

- Global Equities

- Global Equities Ⅱ

- Key Multi-Manager Hedge Fund

- Bonds

- Equities）

 （注）2025年５月20日付で、サブ・ファンドの名称である「サステナブル・ボンド

（Sustainable Bonds）」および「サステナブル・エクイティ（Sustainable

Equities）」が、それぞれ「ボンド（Bonds）」および「エクイティ（Equities）」

に変更される。以下、同じ。

届出の対象とした募集（売出）外国投資証券の形態及び金額

 （中略）

 キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド

　クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券

　クラスF-acc円ヘッジ投資証券

ボンド

　クラスF-acc投資証券

　クラスF-acc円ヘッジ投資証券

エクイティ

　クラスF-acc投資証券

　クラスF-acc円ヘッジ投資証券

  

 上限見込額は以下のとおりである。

 （中略）

 キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド

　　クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券

12億9,140万米ドル（約1,947億円）

　　クラスF-acc円ヘッジ投資証券

1,088億7,000万円

 ボンド

　クラスF-acc投資証券

10億3,160万米ドル（約1,555億円）

　クラスF-acc円ヘッジ投資証券

831億9,000万円

エクイティ

クラスF-acc投資証券

16億6,470万米ドル（約2,509億円）

クラスF-acc円ヘッジ投資証券

966億1,000万円

 （注１）上限見込額は、便宜上、以下に記載されている各サブ・ファンドの投資証券の

2024年10月末日現在の１口当たりの純資産価格に、それぞれ1,000万口を乗じて算

出されている。

 （中略）
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 キー・マルチマネジャー・

ヘッジ・ファンド

クラスF-acc

米ドルヘッジ投資証券

129.14 米 ド ル （ 約 19,467

円）

 クラスF-acc

円ヘッジ投資証券 10,887円

 ボンド クラスF-acc投資証券 103.16 米 ド ル （ 約 15,550

円）

 クラスF-acc

円ヘッジ投資証券 8,319円

 エクイティ クラスF-acc投資証券 166.47 米 ド ル （ 約 25,094

円）

 クラスF-acc

円ヘッジ投資証券 9,661円

 （注２）米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、2024年11月29日現在の株式会社三菱

ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝150.74円）による。

縦覧に供する場所 該当事項なし

 

第一部　証券情報

 

第１　外国投資証券（外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。）

（１）外国投資法人の名称

＜訂正前＞

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス

－ハイ・イールド・アンド・EMボンド

－グローバル・ボンド（米ドル）

－コーポレート・ボンド

－グローバル・エクイティ

－グローバル・エクイティⅡ

－キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド

－サステナブル・ボンド

－サステナブル・エクイティ

（Global Opportunities Access

- High Yield and EM Bonds

- Global Bonds USD

- Corporate Bonds

- Global Equities

- Global Equities Ⅱ

- Key Multi-Manager Hedge Fund

- Sustainable Bonds

- Sustainable Equities)

（以下、グローバル・オポチュニティーズ・アクセスを「本投資法人」、グローバル・オポチュニ

ティーズ・アクセス－ハイ・イールド・アンド・EMボンド／グローバル・ボンド（米ドル）／コーポ

レート・ボンド／グローバル・エクイティ／グローバル・エクイティⅡ／キー・マルチマネジャー・

ヘッジ・ファンド／サステナブル・ボンド／サステナブル・エクイティを、個別にまたは総称して

「ファンド」または「サブ・ファンド」という場合がある。）
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＜訂正後＞

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス

－ハイ・イールド・アンド・EMボンド

－グローバル・ボンド（米ドル）

－コーポレート・ボンド

－グローバル・エクイティ

－グローバル・エクイティⅡ

－キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド

－ボンド

－エクイティ

（Global Opportunities Access

- High Yield and EM Bonds

- Global Bonds USD

- Corporate Bonds

- Global Equities

- Global Equities Ⅱ

- Key Multi-Manager Hedge Fund

- Bonds

- Equities)

（以下、グローバル・オポチュニティーズ・アクセスを「本投資法人」、グローバル・オポチュニ

ティーズ・アクセス－ハイ・イールド・アンド・EMボンド／グローバル・ボンド（米ドル）／コーポ

レート・ボンド／グローバル・エクイティ／グローバル・エクイティⅡ／キー・マルチマネジャー・

ヘッジ・ファンド／ボンド／エクイティを、個別にまたは総称して「ファンド」または「サブ・ファ

ンド」という場合がある。）

（注）2025年５月20日付で、サブ・ファンドの名称である「サステナブル・ボンド（Sustainable Bonds）」および「サステナ

ブル・エクイティ（Sustainable Equities）」が、それぞれ「ボンド（Bonds）」および「エクイティ（Equities）」に

変更される。以下、同じ。

 

第二部　ファンド情報

第１　ファンドの状況

２　投資方針

（１）投資方針

＜訂正前＞

（前略）

＜サブ・ファンド＞

（中略）

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－サステナブル・ボンド

目的と戦略

サブ・ファンドはアクティブ運用され、その投資目的は主に債券資産に直接または間接的に投資す

ることにより資産を保全することである。サブ・ファンドの資産の３分の２以上を環境および／また

は社会的な特性を推進し、かつサステナビリティ関連開示規則（SFDR）第８条に従うか、または持続

可能な投資もしくは二酸化炭素排出量の削減を目的とし、かつSFDR第９条に従う投資対象UCIに投資す

るものとする。サブ・ファンドは環境的および／または社会的な特性を推進し、SFDR第８条に従う。

環境的および／または社会的な特性に関する情報は本書「別紙Ｂ」に記載される（SFDRの細則（RTS）

第14条（２））。
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サブ・ファンドは、資産の３分の１を上限として、サステナビリティ関連開示規則第６条に基づき

分類される投資戦略に投資することができる。

（中略）

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－サステナブル・エクイティ

目的と戦略

サブ・ファンドはアクティブ運用され、その投資目的は主に株式市場に直接または間接的に投資す

ることにより資産を長期で成長させることである。サブ・ファンドの資産の３分の２以上を環境およ

び／または社会的な特性を推進し、かつサステナビリティ関連開示規則（SFDR）第８条に従うか、ま

たは持続可能な投資もしくは二酸化炭素排出量の削減を目的とし、かつSFDR第９条に従う投資対象UCI

に投資するものとする。サブ・ファンドは環境的および／または社会的な特性を推進し、SFDR第８条

に従う。環境的および／または社会的な特性に関する情報は本書「別紙Ｂ」に記載される（SFDRの細

則（RTS）第14条（２））。

サブ・ファンドは、資産の３分の１を上限として、サステナビリティ関連開示規則第６条に基づき

分類される投資戦略に投資することができる。

（後略）

 

＜訂正後＞

（前略）

＜サブ・ファンド＞

（中略）

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－ボンド

目的と戦略

サブ・ファンドはアクティブ運用され、その投資目的は主に債券資産に直接または間接的に投資す

ることにより資産を保全することである。サブ・ファンドの資産の80％以上を環境および／または社

会的な特性を推進し、かつサステナビリティ関連開示規則（SFDR）第８条に従い分類されるか、また

は持続可能な投資もしくは二酸化炭素排出量の削減を目的とし、かつSFDR第９条に従い分類される投

資対象UCIに投資するものとする。サブ・ファンドは環境的および／または社会的な特性を推進し、

SFDR第８条に従う。環境的および／または社会的な特性に関する情報は本書「別紙Ｂ」に記載される

（SFDRの細則（RTS）第14条（２））。

サブ・ファンドは、資産の20％を上限として、サステナビリティ関連開示規則第６条に基づき分類

される投資戦略に投資することができる。

（中略）

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－エクイティ

目的と戦略

サブ・ファンドはアクティブ運用され、その投資目的は主に株式市場に直接または間接的に投資す

ることにより資産を長期で成長させることである。サブ・ファンドの資産の80％以上を環境および／

または社会的な特性を推進し、かつサステナビリティ関連開示規則（SFDR）第８条に従い分類される

か、または持続可能な投資もしくは二酸化炭素排出量の削減を目的とし、かつSFDR第９条に従い分類

される投資対象UCIに投資するものとする。サブ・ファンドは環境的および／または社会的な特性を推

進し、SFDR第８条に従う。環境的および／または社会的な特性に関する情報は本書「別紙Ｂ」に記載

される（SFDRの細則（RTS）第14条（２））。

サブ・ファンドは、資産の20％を上限として、サステナビリティ関連開示規則第６条に基づき分類

される投資戦略に投資することができる。

（後略）
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３　投資リスク

＜訂正前＞

ａ．リスク要因

投資予定者は、いずれのサブ・ファンドも、その資産価値が大きく変動する可能性がある点に留意

する必要がある。本投資法人および管理会社のいずれも、投資主が自身の投資によって損失を被らな

いことを保証していない。本投資法人および各サブ・ファンドは、特に、以下のリスクを負う（サ

ブ・ファンドがその他のUCIまたはUCITS（もしくはそのサブ・ファンド）に投資する場合、本項目に

おいて言及されるサブ・ファンドは、かかる投資先のUCI、UCITSまたはそのサブ・ファンドも意味す

る場合があり、これらを通じてサブ・ファンドが負担するリスクを含むことがある。）。

 

全般的経済情勢

全般的な経済情勢は、金利の水準および変動性、ならびに株式市場および金利に敏感な証券の市場

双方の流動性に影響を与え、あらゆる投資活動の成否にも影響する。本投資法人が直接または間接的

に投資ポジションを有する市場の予想外の変動または流動性の欠如等の、一定の市況下において、本

投資法人がその投資目的を達成する能力が損なわれる、および／または損失を被ることがある。

 

流動性リスク

サブ・ファンドは、流動性の低下により売却することが困難であることが後に判明する証券に投資

することがある。これは当該証券の市場価格に、そして結果として当該サブ・ファンドの純資産価額

に悪影響を及ぼす可能性がある。当該証券の流動性の低下は、発行体の信用格付の格下げまたは効率

的な市場の欠如などの異例または異常な経済または市場の事由によって生じることがある。極端な市

況においては、自発的な買主がほとんどいないことがあり、希望するタイミングまたは価格で投資対

象を売却できないことがあり、そのようなサブ・ファンドは投資対象を売却するためにより低い価格

に同意しなければならないか、または投資対象を一切売却できないことがある。特定の証券またはそ

の他の商品の取引が関連する取引所または政府機関もしくは規制機関により停止または制限されるこ

とがあり、結果として当該サブ・ファンドが損失を被る可能性がある。ポートフォリオのポジション

を売却できないことが当該サブ・ファンドの価値に悪影響を及ぼすか、または当該サブ・ファンドの

その他の投資機会の利用を妨げる可能性がある。買戻請求に応じるために当該サブ・ファンドが不利

な時期に、および／または不利な条件で投資対象の売却を強いられることがある。

 

名義人に関する取決め

本投資法人は、すべての投資者に対し、投資主名簿に投資者が自身の氏名で登録された場合にのみ

直接本投資法人に対して投資者の権利（特に投資主総会に参加する権利）を完全に行使できるという

点に注意を喚起する。投資者が取次機関を通じて本投資法人に投資し、かかる取次機関が投資者を代

理して自身の名義で本投資法人に投資する場合、かかる投資者は投資主の権利の一部を本投資法人に

対して直接行使できないことがある。投資者は、自らの権利について助言を受けることが望まれる。

EDINET提出書類

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス(E32021)

訂正有価証券届出書（外国投資証券）

11/35



 
派生商品の利用

（後略）

 

＜訂正後＞

ａ．リスク要因

投資予定者は、いずれのサブ・ファンドも、その資産価値が大きく変動する可能性がある点に留意

する必要がある。本投資法人および管理会社のいずれも、投資主が自身の投資によって損失を被らな

いことを保証していない。本投資法人および各サブ・ファンドは、特に、以下のリスクを負う（サ

ブ・ファンドがその他のUCIまたはUCITS（もしくはそのサブ・ファンド）に投資する場合、本項目に

おいて言及されるサブ・ファンドは、かかる投資先のUCI、UCITSまたはそのサブ・ファンドも意味す

る場合があり、これらを通じてサブ・ファンドが負担するリスクを含むことがある。）。

 

全般的経済情勢

全般的な経済情勢は、金利の水準および変動性、ならびに株式市場および金利に敏感な証券の市場

双方の流動性に影響を与え、あらゆる投資活動の成否にも影響する。本投資法人が直接または間接的

に投資ポジションを有する市場の予想外の変動または流動性の欠如等の、一定の市況下において、本

投資法人がその投資目的を達成する能力が損なわれる、および／または損失を被ることがある。

 

流動性リスク

サブ・ファンドは、流動性の低下により売却することが困難であることが後に判明する証券に投資

することがある。これは当該証券の市場価格に、そして結果として当該サブ・ファンドの純資産価額

に悪影響を及ぼす可能性がある。当該証券の流動性の低下は、発行体の信用格付の格下げまたは効率

的な市場の欠如などの異例または異常な経済または市場の事由によって生じることがある。極端な市

況においては、自発的な買主がほとんどいないことがあり、希望するタイミングまたは価格で投資対

象を売却できないことがあり、そのようなサブ・ファンドは投資対象を売却するためにより低い価格

に同意しなければならないか、または投資対象を一切売却できないことがある。特定の証券またはそ

の他の商品の取引が関連する取引所または政府機関もしくは規制機関により停止または制限されるこ

とがあり、結果として当該サブ・ファンドが損失を被る可能性がある。ポートフォリオのポジション

を売却できないことが当該サブ・ファンドの価値に悪影響を及ぼすか、または当該サブ・ファンドの

その他の投資機会の利用を妨げる可能性がある。買戻請求に応じるために当該サブ・ファンドが不利

な時期に、および／または不利な条件で投資対象の売却を強いられることがある。

 

名義人に関する取決め

本投資法人は、すべての投資者に対し、投資主名簿に投資者が自身の氏名で登録された場合にのみ

直接本投資法人に対して投資者の権利（特に投資主総会に参加する権利）を完全に行使できるという

点に注意を喚起する。投資者が取次機関を通じて本投資法人に投資し、かかる取次機関が投資者を代

理して自身の名義で本投資法人に投資する場合、かかる投資者は投資主の権利の一部を本投資法人に

対して直接行使できないことがある。投資者は、自らの権利について助言を受けることが望まれる。

本投資法人はさらに、UCIレベルでの純資産価格の計算エラー、投資ルールの違反およびその他のエ

ラーが発生した場合における投資家の保護に関する通達24／856に従い、金融仲介機関を通じて申し込

んだ場合に本投資法人レベルでの純資産価格の計算エラーおよび／または投資ルールの違反および／

またはその他のエラーが発生した場合に、投資家が常に補償を受けられるとは限らないという事実に

対して投資家の注意を喚起する。投資家は、悪影響を受ける可能性がある権利に関して助言を求める

べきである。
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派生商品の利用

（後略）

 

４　手数料等及び税金

（４）その他の手数料等

＜訂正前＞

（前略）

管理会社の報酬方針

管理会社の取締役会は、適用ある規則（具体的には、（ⅰ）UCITS指令2014／91／EU、2016年３月31

日付で公表されたUCITS指令およびAIFMDに基づく健全な報酬方針に関するESMAの最終報告書、（ⅱ）

オルタナティブ投資ファンド運用者（AIFM）指令2011／61／EU（2013年７月12日よりルクセンブルグ

のオルタナティブ投資ファンド運用者に関する法律（随時改正済）に移行した。）、2013年２月11日

付で公表されたAIFMに基づく健全な報酬方針に関するESMAのガイドライン、ならびに（ⅲ）2010年２

月１日付で発表された金融セクターにおける報酬方針のガイドラインに関するCSSF指令10／437により

定義される規定）に報酬が従うことを徹底し、かつUBSグループの報酬方針の枠組みを遵守することを

目的とする報酬方針を採用している。かかる報酬方針は少なくとも年１回、検証される。

報酬方針により、健全かつ効果的なリスク管理を促し、リスクプロファイル、約款または譲渡性の

ある証券を投資対象とする投資信託（UCITS）／オルタナティブ投資ファンド（AIF）の定款に反する

リスクを防いでいる。

報酬方針はさらに、管理会社およびUCITS／AIFsの戦略、方針、価値および利益を遵守し、利益相反

の防止措置を有している。この手法はさらに、以下の項目に重点を置いている。

・　パフォーマンスを評価を、サブ・ファンドの投資主に対して推奨される保有期間に適した複数年

にわたる枠組みで行っている。これは、評価プロセスが、本投資法人の長期的なパフォーマンス

およびその投資リスクに依拠し、かつ報酬の成功ベースの部分の支払を同じ期間に行うことを徹

底するためである。

・　固定報酬部分および変動報酬部分の間で適切なバランスの取れた報酬を従業員に与えている。固

定報酬部分が、報酬総額の大部分を占め、十分な機動性を有する賞与の戦略を行っている。ここ

には変動報酬部分を支払わないというオプションが含まれる。固定報酬は、個々の従業員の役割

（責任および業務の複雑性、パフォーマンスならびに各地の市況）を考慮した上で決定される。

管理会社が自身の裁量により一部の従業員に対して付加給付を提供する可能性があることにも、

留意すべきである。これらが固定報酬の不可欠な部分である。

 

関連する開示は、UCITS指令2014／91／EUの規定に従い、管理会社の年次報告書において行うものと

する。

投資主は、報酬方針に関する詳細（報酬および給付金の算定方法の概要、報酬および給付金を付与

する責任を負う者の資格（報酬委員会（該当する場合。）の構成を含む。）を含むが、それらに限ら

ない。）を、https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.htmlで閲覧する

ことができる。

かかる文書の書面による写しは、請求によって管理会社から無料で入手可能である。
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＜訂正後＞

（前略）

管理会社の報酬方針

管理会社の取締役会は、適用ある規則（具体的には、（ⅰ）UCITS指令2014／91／EU、2016年３月31

日付で公表されたUCITS指令およびAIFMDに基づく健全な報酬方針に関するESMAの最終報告書、（ⅱ）

オルタナティブ投資ファンド運用者（AIFM）指令2011／61／EU（2013年７月12日よりルクセンブルグ

のオルタナティブ投資ファンド運用者に関する法律（随時改正済）に移行した。）、2013年２月11日

付で公表されたAIFMに基づく健全な報酬方針に関するESMAのガイドライン、ならびに（ⅲ）2010年２

月１日付で発表された金融セクターにおける報酬方針のガイドラインに関するCSSF指令10／437により

定義される規定）に報酬が従うことを徹底し、かつUBSグループの報酬方針の枠組みを遵守することを

目的とする報酬方針を採用している。かかる報酬方針は少なくとも年１回、検証される。

報酬方針により、健全かつ効果的なリスク管理を促し、リスクプロファイル、約款または譲渡性の

ある証券を投資対象とする投資信託（UCITS）／オルタナティブ投資ファンド（AIF）の定款に反する

リスクを防いでいる。

報酬方針はさらに、管理会社およびUCITS／AIFsの戦略、方針、価値および利益を遵守し、利益相反

の防止措置を有している。この手法はさらに、以下の項目に重点を置いている。

・　パフォーマンスを評価を、サブ・ファンドの投資主に対して推奨される保有期間に適した複数年

にわたる枠組みで行っている。これは、評価プロセスが、本投資法人の長期的なパフォーマンス

およびその投資リスクに依拠し、かつ報酬の成功ベースの部分の支払を同じ期間に行うことを徹

底するためである。

・　固定報酬部分および変動報酬部分の間で適切なバランスの取れた報酬を従業員に与えている。固

定報酬部分が、報酬総額の大部分を占め、十分な機動性を有する賞与の戦略を行っている。ここ

には変動報酬部分を支払わないというオプションが含まれる。固定報酬は、個々の従業員の役割

（責任および業務の複雑性、パフォーマンスならびに各地の市況）を考慮した上で決定される。

管理会社が自身の裁量により一部の従業員に対して付加給付を提供する可能性があることにも、

留意すべきである。これらが固定報酬の不可欠な部分である。

 

関連する開示は、UCITS指令2014／91／EUの規定に従い、管理会社の年次報告書において行うものと

する。

投資主は、報酬方針に関する詳細（報酬および給付金の算定方法の概要、報酬および給付金を付与

する責任を負う者の資格（報酬委員会（該当する場合。）の構成を含む。）を含むが、それらに限ら

ない。）を、ubs.com/ame-regulatorydisclosuresで閲覧することができる。

かかる文書の書面による写しは、請求によって管理会社から無料で入手可能である。
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第三部　外国投資法人の詳細情報

第１　外国投資法人の追加情報

２　役員の状況

＜訂正前＞

（2025年２月末日現在）

氏　　名 役 職 名 略　　　　　歴 所有株式

アンドレアス・

エバーソルド

（Andreas Aebersold）

チェアマン・オブ・

ザ・ボード・オブ・

ディレクターズ

ディレクター、スイス 該当なし

クリスティアン・

シェーン

（Christian Schön）

メンバー・オブ・

ザ・ボード・オブ・

ディレクターズ

ＵＢＳヨーロッパＳＥ ルクセンブル

グ支店

マネージング・ディレクター

該当なし

マデュ・

ラマチャンドラン

（Madhu Ramachandran）

メンバー・オブ・

ザ・ボード・オブ・

ディレクターズ

ＵＢＳヨーロッパＳＥ ルクセンブル

グ支店

マネージング・ディレクター

該当なし

ジェーン・

ウィルキンソン

（Jane Wilkinson）

メンバー・オブ・

ザ・ボード・オブ・

ディレクターズ

インディペンデント・ディレク

ター、ルクセンブルグ
該当なし

クリスティアン・マウ

ラー

（Christian Maurer）

メンバー・オブ・

ザ・ボード・オブ・

ディレクターズ

ＵＢＳアセット・マネジメント・ス

イス・エイ・ジー、マネージング・

ディレクター

該当なし

（注）本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査法人はプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラ

ティブ（PricewaterhouseCoopers, Société coopérative）である。

 

＜訂正後＞

（2025年５月20日現在）

氏　　名 役 職 名 略　　　　　歴 所有株式

アンドレアス・

エバーソルド

（Andreas Aebersold）

チェアマン・オブ・

ザ・ボード・オブ・

ディレクターズ

ノン・エグゼクティブ・ディレク

ター、スイス
該当なし

クリスティアン・

シェーン

（Christian Schön）

メンバー・オブ・

ザ・ボード・オブ・

ディレクターズ

ＵＢＳヨーロッパＳＥ ルクセンブル

グ支店

マネージング・ディレクター

該当なし

マデュ・

ラマチャンドラン

（Madhu Ramachandran）

メンバー・オブ・

ザ・ボード・オブ・

ディレクターズ

ＵＢＳヨーロッパＳＥ ルクセンブル

グ支店

マネージング・ディレクター

該当なし

ジェーン・

ウィルキンソン

（Jane Wilkinson）

メンバー・オブ・

ザ・ボード・オブ・

ディレクターズ

ノン・エグゼクティブ・ディレク

ター、ルクセンブルグ
該当なし

クリスティアン・マウ

ラー

（Christian Maurer）

メンバー・オブ・

ザ・ボード・オブ・

ディレクターズ

ＵＢＳアセット・マネジメント・ス

イス・エイ・ジー、マネージング・

ディレクター

該当なし

（注）本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査法人はプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コーペラ

ティブ（PricewaterhouseCoopers, Société coopérative）である。
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第３　管理及び運営

２　利害関係人との取引制限

＜訂正前＞

取締役会、管理会社、投資運用会社、ポートフォリオ・マネージャー、保管受託銀行、管理事務代行

会社および本投資法人のその他のサービス提供会社ならびに／またはそれらの関連会社、構成員、従業

員もしくはこれらと関係する者は、本投資法人との関係において様々な利益相反にさらされる可能性が

ある。

管理会社、本投資法人、投資運用会社、ポートフォリオ・マネージャー、管理事務代行会社および保

管受託銀行は、本投資法人の利益が損なわれるリスクを最小限に抑え、それが避けられない場合に本投

資法人の投資家を公正に取り扱うために、利益相反のための方針を採用し、実施し、かつ利益相反を特

定、管理するための適切な組織的・事務的な措置を講じている。

管理会社、投資運用会社、保管受託銀行、総販売会社、証券貸付代理人および証券貸付業務提供者な

らびに一部のポートフォリオ・マネージャーは、ＵＢＳグループの一員（以下「関係者」という。）で

ある。

関係者は、世界中でフルサービスを提供するプライベート・バンク、投資銀行、資産管理会社兼金融

サービス会社であり、世界の金融市場における主要な参加者でもある。そのため、関係者は、様々な事

業活動を積極的に行い、本投資法人が投資を行う金融市場においてその他の直接または間接的な利害を

有する可能性がある。

関係者（その子会社および支店を含む。）は、本投資法人が締結する金融デリバティブ契約に関して

取引相手方として行為することができる。保管受託銀行は本投資法人にその他の商品またはサービスを

提供する関係者の法人と関係しているため、潜在的な利益相反がさらに生じる可能性がある。

関係者の事業遂行における方針は、関係者の様々な事業活動と本投資法人または投資主との間に利益

相反を引き起こす可能性のある行為または取引を特定し、管理し、必要な場合は禁止することである。

関係者は、最高水準の健全性および公正な取引に従う方法により利益相反を管理するよう努めている。

かかる目的において、関係者は、本投資法人またはその投資主の利益を害するおそれのある利益相反を

伴う事業活動が適度な独立性をもって行われ、かつ、あらゆる利益相反を公正に解決することを徹底す

る手続きを実施している。投資家は、管理会社宛てに書面で請求することにより、管理会社および／ま

たは本投資法人の利益相反に関する方針の追加情報を無料で取得することができる。

管理会社が相当な注意および最善の努力を払ったとしても、利益相反を管理するために管理会社が講

じる組織的・事務的な措置が、本投資法人またはその投資主の利益を損なうリスクを回避するとの合理

的な信頼を確保するには不十分であるというリスクがある。このような場合、かかる軽減されない利益

相反および下された決定が、管理会社の以下のウェブサイトにおいて投資家に報告される。

https://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html

各情報は、管理会社の登録事務所においても無料で入手可能である。

 

さらに、管理会社および保管受託銀行が同じグループの構成員であることを考慮しなければならな

い。したがって、両者は（ⅰ）当該関係から生じるあらゆる利益相反を特定し、（ⅱ）かかる利益相反

を回避するためにあらゆる合理的な措置を講じることを徹底する方針および手続きを導入している。

管理会社と保管受託銀行との間のグループ上の関係から生じる利益相反を回避することができない場

合、管理会社または保管受託銀行は、本投資法人および投資主の利益への悪影響を防ぐため、かかる利

益相反を管理、監視および開示する。

保管受託銀行により委託される保管機能の概要ならびに保管受託銀行の委託先および再委託先の一覧

は、以下のウェブページで閲覧することができ、これらに関する最新情報は、請求により投資家に提供

される。

https://www.ubs.com/global/en/legalinfo2/luxembourg.html
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＜訂正後＞

取締役会、管理会社、投資運用会社、ポートフォリオ・マネージャー、保管受託銀行、管理事務代行

会社および本投資法人のその他のサービス提供会社ならびに／またはそれらの関連会社、構成員、従業

員もしくはこれらと関係する者は、本投資法人との関係において様々な利益相反にさらされる可能性が

ある。

管理会社、本投資法人、投資運用会社、ポートフォリオ・マネージャー、管理事務代行会社および保

管受託銀行は、本投資法人の利益が損なわれるリスクを最小限に抑え、それが避けられない場合に本投

資法人の投資家を公正に取り扱うために、利益相反のための方針を採用し、実施し、かつ利益相反を特

定、管理するための適切な組織的・事務的な措置を講じている。

管理会社、投資運用会社、保管受託銀行、総販売会社、証券貸付代理人および証券貸付業務提供者な

らびに一部のポートフォリオ・マネージャーは、ＵＢＳグループの一員（以下「関係者」という。）で

ある。

関係者は、世界中でフルサービスを提供するプライベート・バンク、投資銀行、資産管理会社兼金融

サービス会社であり、世界の金融市場における主要な参加者でもある。そのため、関係者は、様々な事

業活動を積極的に行い、本投資法人が投資を行う金融市場においてその他の直接または間接的な利害を

有する可能性がある。

関係者（その子会社および支店を含む。）は、本投資法人が締結する金融デリバティブ契約に関して

取引相手方として行為することができる。保管受託銀行は本投資法人にその他の商品またはサービスを

提供する関係者の法人と関係しているため、潜在的な利益相反がさらに生じる可能性がある。

関係者の事業遂行における方針は、関係者の様々な事業活動と本投資法人または投資主との間に利益

相反を引き起こす可能性のある行為または取引を特定し、管理し、必要な場合は禁止することである。

関係者は、最高水準の健全性および公正な取引に従う方法により利益相反を管理するよう努めている。

かかる目的において、関係者は、本投資法人またはその投資主の利益を害するおそれのある利益相反を

伴う事業活動が適度な独立性をもって行われ、かつ、あらゆる利益相反を公正に解決することを徹底す

る手続きを実施している。投資家は、管理会社宛てに書面で請求することにより、管理会社および／ま

たは本投資法人の利益相反に関する方針の追加情報を無料で取得することができる。

管理会社が相当な注意および最善の努力を払ったとしても、利益相反を管理するために管理会社が講

じる組織的・事務的な措置が、本投資法人またはその投資主の利益を損なうリスクを回避するとの合理

的な信頼を確保するには不十分であるというリスクがある。このような場合、かかる軽減されない利益

相反および下された決定が、管理会社の以下のウェブサイトにおいて投資家に報告される。

ubs.com/ame-regulatorydisclosures

各情報は、管理会社の登録事務所においても無料で入手可能である。

 

さらに、管理会社および保管受託銀行が同じグループの構成員であることを考慮しなければならな

い。したがって、両者は（ⅰ）当該関係から生じるあらゆる利益相反を特定し、（ⅱ）かかる利益相反

を回避するためにあらゆる合理的な措置を講じることを徹底する方針および手続きを導入している。

管理会社と保管受託銀行との間のグループ上の関係から生じる利益相反を回避することができない場

合、管理会社または保管受託銀行は、本投資法人および投資主の利益への悪影響を防ぐため、かかる利

益相反を管理、監視および開示する。

保管受託銀行により委託される保管機能の概要ならびに保管受託銀行の委託先および再委託先の一覧

は、以下のウェブページで閲覧することができ、これらに関する最新情報は、請求により投資家に提供

される。

https://www.ubs.com/global/en/legalinfo2/luxembourg.html
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第４　関係法人の状況

１　資産運用会社の概況

（４）役員の状況

＜訂正前＞

①　ＵＢＳアセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ

（2025年２月末日現在）

氏名 役職名 就任 略歴 所有株式

フランチェスカ・ジ

リ・プリム

（Francesca Gigli

Prym）

ディレクター／

ボード・メンバー
2019年12月５日

ＵＢＳアセット・マネジ

メント（ヨーロッパ）エ

ス・エイ、ルクセンブル

グ、チーフ・エグゼク

ティブ・オフィサー

該当なし

ウジェーヌ・デル・シ

オッポ

（Eugène Del Cioppo）

ディレクター／

ボード・メンバー
2022年９月２日

ＵＢＳファンド・マネジ

メント（スイス）エイ・

ジー、バーゼル、スイス

チーフ・エグゼクティ

ブ・オフィサー

該当なし

アン－シャルロット・

ローヤー

（Ann-Charlotte

Lawyer）

ディレクター／

ボード・メンバー
2022年１月１日

ルクセンブルグ大公国、

インディペンデント・

ディレクター

該当なし

（後略）

 

＜訂正後＞

①  　ＵＢＳアセット・マネジメント（ヨーロッパ）エス・エイ

（2025年５月20日現在）

氏名 役職名 就任 略歴 所有株式

マニュエル・ローラー

（Manuel Roller）
チェアマン 2025年３月28日

ヘッド・オブ・ファン

ド・マネジメント、ＵＢ

Ｓアセット・マネジメン

ト ・ ス イ ス ・ エ イ ・

ジー、チューリッヒ、ス

イス

該当なし

フランチェスカ・ジ

リ・プリム

（Francesca Gigli

Prym）

ディレクター／

ボード・メンバー
2019年12月５日

ＵＢＳアセット・マネジ

メント（ヨーロッパ）エ

ス・エイ、ルクセンブル

グ、チーフ・エグゼク

ティブ・オフィサー

該当なし

ウジェーヌ・デル・シ

オッポ

（Eugène Del Cioppo）

ディレクター／

ボード・メンバー
2022年９月２日

ＵＢＳファンド・マネジ

メント（スイス）エイ・

ジー、バーゼル、スイス

チーフ・エグゼクティ

ブ・オフィサー

該当なし
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アン－シャルロット・

ローヤー

（Ann-Charlotte

Lawyer）

ディレクター／

ボード・メンバー
2022年１月１日

ルクセンブルグ大公国、

インディペンデント・

ディレクター

該当なし

（後略）

 

２　その他の関係法人の概況

（２）関係業務の概要

＜訂正前＞

（前略）

②　ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズＳＥ

管理事務代行会社は、ルクセンブルグ法に規定されたファンドの運営に関与する一般的な管理事務

業務に責任を負う。かかる管理事務業務には、主に１口当たり純資産価格の計算、ファンドの口座の

維持および業務報告の実施が含まれる。

③　ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）

ファンド資産について元引受会社として、投資証券の販売に必要な業務を行う。

④　UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社

日本における投資証券の代行協会員ならびに販売会社としての業務を行う。

 

＜訂正後＞

（前略）

②　ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズＳＥ

管理事務代行会社は、ルクセンブルグ法に規定されたファンドの運営に関与する一般的な管理事務

業務に責任を負う。かかる管理事務業務には、主に１口当たり純資産価格の計算、ファンドの口座の

維持および業務報告の実施が含まれる。さらに、管理事務代行会社は本投資法人の登録および名義書

換事務代行者として、適用されるマネー・ロンダリング防止に関する法令を遵守するために、投資家

に関する必要な情報を収集し、かつ確認を行う責任も負う。また、管理事務代行会社は、投資家向け

の文書の作成および発送を担う顧客のコミュニケーション業務を提供する。

③　ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）

ファンド資産について元引受会社として、投資証券の販売に必要な業務を行う。

④　UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社

日本における投資証券の代行協会員ならびに販売会社としての業務を行う。
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別紙Ｂ

SFDR関連情報

以下のとおりに更新されます。
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別紙Ｃ

交付目論見書の概要

＜訂正前＞

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス

－ハイ・イールド・アンド・EMボンド

－グローバル・ボンド（米ドル）

－コーポレート・ボンド

－グローバル・エクイティ

－グローバル・エクイティⅡ

－キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド

－サステナブル・ボンド

－サステナブル・エクイティ

 

本概要は、交付目論見書本文の証券情報、ファンドの状況等を要約したもので、交付目論見書の一部で

す。

詳細につきましては、交付目論見書本文の該当ページをご覧ください。

 

形　態 ルクセンブルグ籍オープンエンド会社型外国投資証券

投資方針

投資目的

グローバル・オポチュニティーズ・アクセスの主要な目的は、投資リスクを十分に考慮

しつつ、市場サイクルを通して元本の成長を達成することです。

サブ・ファンドは、ヘッジもしくは効率的なポートフォリオ運用を目的として、または

投資戦略の一環として、金融派生商品を利用する権限を有します。

 

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－サステナブル・ボンドはアクティブに運

用され、その投資目的は主に債券資産に直接または間接的に投資することにより資産を

保全することです。サブ・ファンドの資産の３分の２以上を環境および／または社会的

な特性を推進し、かつサステナビリティ関連開示規則（SFDR）第８条に従うか、または

持続可能な資もしくは二酸化炭素排出量の削減を目的とし、かつSFDR第９条に従う投資

対象UCIに投資するものとします。

 

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－サステナブル・エクイティはアクティブ

に運用され、その投資目的は主に株式市場に直接または間接的に投資することにより資

産を長期で成長させることです。サブ・ファンドの資産の３分の２以上を環境および／

または社会的な特性を推進し、かつサステナビリティ関連開示規則（SFDR）第８条に従

うか、または持続可能な投資もしくは二酸化炭素排出量の削減を目的とし、かつSFDR第

９条に従う投資対象UCIに投資するものとします。

（後略）
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＜訂正後＞

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス

－ハイ・イールド・アンド・EMボンド

－グローバル・ボンド（米ドル）

－コーポレート・ボンド

－グローバル・エクイティ

－グローバル・エクイティⅡ

－キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド

－ボンド

－エクイティ

（注）2025年５月20日付で、サブ・ファンドの名称である「サステナブル・ボンド（Sustainable Bonds）」および「サステナブル・エ

クイティ（Sustailable Equities）」が、それぞれ「ボンド（Bonds）」および「エクイティ（Equities）」に変更されます。以

下、同じです。

 

本概要は、交付目論見書本文の証券情報、ファンドの状況等を要約したもので、交付目論見書の一部で

す。

詳細につきましては、交付目論見書本文の該当ページをご覧ください。

 

形　態 ルクセンブルグ籍オープンエンド会社型外国投資証券

投資方針

投資目的

グローバル・オポチュニティーズ・アクセスの主要な目的は、投資リスクを十分に考慮

しつつ、市場サイクルを通して元本の成長を達成することです。

サブ・ファンドは、ヘッジもしくは効率的なポートフォリオ運用を目的として、または

投資戦略の一環として、金融派生商品を利用する権限を有します。

 

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－ボンドはアクティブに運用され、その投

資目的は主に債券資産に直接または間接的に投資することにより資産を保全することで

す。サブ・ファンドの資産の80％以上を環境および／または社会的な特性を推進し、か

つサステナビリティ関連開示規則（SFDR）第８条に従い分類されるか、または持続可能

な資もしくは二酸化炭素排出量の削減を目的とし、かつSFDR第９条に従い分類される投

資対象UCIに投資するものとします。

 

グローバル・オポチュニティーズ・アクセス－エクイティはアクティブに運用され、そ

の投資目的は主に株式市場に直接または間接的に投資することにより資産を長期で成長

させることです。サブ・ファンドの資産の80％以上を環境および／または社会的な特性

を推進し、かつサステナビリティ関連開示規則（SFDR）第８条に従い分類されるか、ま

たは持続可能な投資もしくは二酸化炭素排出量の削減を目的とし、かつSFDR第９条に従

い分類される投資対象UCIに投資するものとします。

（後略）
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